
平成29年12月21日 

環境省廃棄物規制課 

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理の経緯及び 
平成28年度法改正について 

資料３ 
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１．PCB廃棄物の処理の経緯 



2001年（平成13年） 
  

  

ストックホルム条約（POPｓ条約）の採択 

ＰＣＢ廃棄物特別措置法の制定（当初の処理期限は平成28年7月） 

約30年間、処理施設立地が試みられるが、すべて失敗 （39戦39敗） 

1973年（昭和48年） （財）電気絶縁物処理協会が、処理施設の立地に向けた取組を開始 

環境省は、環境事業団（現 JESCO）を活用した、 
「化学処理」による処理施設の整備に着手 

1954年（昭和29年） ＰＣＢの国内製造開始（鐘淵化学工業、三菱モンサント化成） 

1968年（昭和43年） カネミ油症事件発生(PCBを原因とする食中毒事件) 

1972年（昭和47年） 行政指導（通産省）により製造中止、回収等の指示 

11,000台が紛失 
（平成10年 
 厚生省調査） 

2003年（平成15年） PCB廃棄物処理基本計画の策定 

2004年（平成16年） 日本環境安全事業株式会社（JESCO）の発足（環境事業団から引継ぎ） 3 

PCB廃棄物の経緯① 
◆排出事業者責任の下、製造者・所有者により処理を試みたが進まず、国主導での処理。
処理施設立地のため、世界に類を見ない大規模な「化学処理」を採用。 



2011年(平成23年) PCB特措置法施行１０年を経過したのを契機に環境省が検討委員会を設け、法の

施行状況等を検討 

2012年(平成24年) 政令を改正し、処理期限を延長 （平成28年7月→平成39年3月） 

2014年(平成26年) PCB廃棄物処理基本計画の変更（エリアごとに計画的処理完了期限を設定） 

日本環境安全事業株式会社法の改正（中間貯蔵事業の開始） 
社名を「中間貯蔵・環境安全事業株式会社（JESCO）」と変更 

2016年(平成28年) ＰＣＢ廃棄物特別措置法の改正（平成28年5月2日公布、8月1日施行） 

ＰＣＢ廃棄物処理基本計画の変更（平成28年7月26日） 4 

変圧器・コンデンサー等 

2004年
（H16） 

JESCO北九州事業所の操業開始 

2005年
（H17） 

JESCO豊田事業所、 
東京事業所の操業開始 

2006年
（H18） 

JESCO大阪事業所の操業開始 

2008年
（H20） 

JESCO北海道事業所の操業開始 

安定器等・汚染物 

2009年
（H21） 

JESCO北九州事業所のプラズマ溶融

炉操業開始 

2013年
（H25） 

JESCO北海道事業所のプラズマ溶融

炉操業開始 

PCB廃棄物の経緯② 
◆全国５か所の事業所で順次処理を開始。 
◆各立地地域と約束した期限までに処理を完了するため平成28年度に法改正（後述）。 
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インナー手袋 

高圧トランス 高圧コンデンサ 

①高圧変圧器・コンデンサー等 

②安定器等 

①微量のＰＣＢに汚染された廃電気機器等 

蛍光灯安定器、水銀灯安定器、小
型電気機器等 

約120万台 
変圧器・ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ

等 

約1,400km ＯＦケーブル 

約100万台 柱上変圧器 

低濃度ＰＣＢ 

②ＰＣＢ汚染物等（5,000mg/kg以下） 

都道府県及び政令市の長による許可施設 
環境大臣による無害化処理認定施設 

※処理施設ごとに、処理可能な品目が異なる． 

高濃度ＰＣＢ 

中間貯蔵・環境安全事業㈱（JESCO）の５事業所 
※②、③は北海道・北九州のPCB処理事業所で処理 

廃油、ウエス、汚泥、 
防護具類、塗膜くず等   感圧複写紙（約７００トン）等 

高圧変圧器、高圧コンデンサー、
リアクトル、放電コイル、サージ
アブソーバー、変成器、 
開閉器、遮断器、整流器等 

③PCB汚染物（5,000mg/kg超） 

約600万個 
ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ中のＰＣＢ濃度：１００％ 蛍光灯安定器 

感圧複写紙 汚泥 ウエス 

ＰＣＢ濃度 ６０～１００％、 約３４万台 
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◆現在、PCB廃棄物は高濃度、低濃度に分かれて処理を行っている。 

PCB廃棄物の種類 
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ＪＥＳＣＯ豊田事業 

ＪＥＳＣＯ東京事業 

ＪＥＳＣＯ北海道事業 
ＪＥＳＣＯ大阪事業 

ＪＥＳＣＯ北九州事業 
変圧器  94％ 
コンデンサー  94％ 
安定器・汚染物等 58％ 

変圧器  78％ 
コンデンサー  80％ 

変圧器  78％ 
コンデンサー  66％ 

変圧器  84％ 
コンデンサー  90％ 変圧器  82％ 

コンデンサー  83％ 
安定器・汚染物等 39％ 

平成29年３月末時点 

これまでのPCB処理事業の進捗状況 

◆ＪＥＳＣＯにおいて、これまで変圧器を約14,000台、コンデンサーを約270,000台、安定器・
汚染物等を約6,200トン処理してきた（平成29年３月末）。 

◆北九州事業エリアの変圧器・コンデンサーについては、約94％の処理が完了している。 
◆平成29年度中の残りの処分、漏れがないかの最終確認（掘り起こし調査）が必要。 
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掘り起こし調査の必要性、取組の現状 

◆平成28年度法改正の検討において、未だ届け出がなされていないPCB廃棄物があり、必
ずしも全てを把握できていない状況にあること、使用中のPCB使用製品についても、把握
できていないものがあると見込まれることが指摘。 

 
◆これまでも、都道府県市で行われていた「掘り起こし調査」を確実に施行できるようにする
ため、立入検査・報告徴収権限の強化をする法改正（後述）、ポリ塩化ビフェニル廃棄物
処理基本計画に、都道府県市における掘り起こし調査終了の目標期日の策定、必要な
場合の立入検査等を明記する変更を行った。 

 
◆加えて、電気事業法関係省令等を改正し、使用中の変圧器・コンデンサー等の高濃度

PCB含有電気工作物の掘り起こし調査を強化するため、電気主任技術者によるPCB含有
の有無の確認を義務づけ。 

 
◆環境省においては、掘り起こし調査に係るマニュアルを策定するとともに、地方環境事務
所の体制を増強するとともに、問合せ窓口の設置、専門家派遣の事業を開始。地方財政
措置による、都道府県市における掘り起こし調査業務費を計上。年２回、掘り起こし調査
の進捗状況をとりまとめ。 



都道府県市 

保管事業者、所有事業者 

準備段階 
（アンケート調査対象事業者の選定、
調査票の作成） 

アンケートの調査段階 
（アンケート調査票を発送、回収、集計） 

電話、訪問調査段階 
（高濃度PCB（安定器等）の所有事業者の調査） 

未処理事業者の一覧表作成段階 

未処理事業者への指導等段階 

調査完了 

・掘り起こし調査対象事業者リストの作成 
・地方環境事務所による合同調査 
・相談窓口の設置 
・現場に専門家を派遣 

国 
情報提供、支援 

事業場内にPCB含有機器がないか徹
底確認 

アンケート調査票に回答 

都道府県市の調査に協力 

都道府県市の指導に従い 
処分を進める 

都道府県市が実施する掘り起こし調査の概要 
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◆都道府県市が、保管・所有のおそれのある事業者に対してアンケート、電話及び訪問に
より、未把握の高濃度PCB廃棄物・使用製品がないか確認。 
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（参考）北九州事業エリアにおける地方環境事務所の取組 

◆処分期間が切迫する北九州事業エリアにおいては、地方環境事務所の体制を大幅に増
強し、平成29年度に以下の取組を実施中。 

 
【未確認事業者の確認作業支援】  
 ・自治体と共に未確認機器（掘り起こし調査で「不明」回答や未回答）の確認作業。具体的
には事業者への訪問確認、所在地不明となっている事業者の追跡調査等。 

【電事法管轄外の電気機器に対する掘り起こし】 
 ・電気事業法から除外されている電気機器に対する掘り起こしとして、鉄道、軌道、索道
等の事業者への調査。 

【JESCO未登録事業者の登録作業支援】  
 ・掘り起こしで新たに発見された事業者のうち、面会拒否や一定期間以上手続きの進捗
がない等のJESCO登録をするにあたって何らかの課題のある事業者に対して、自治体と
共にJESCO登録支援作業。 

【使用中自家用電気工作物への対応】  
 ・使用中の自家用電気工作物については、連絡の取れない事業者や廃止を頑なに拒ん
でいる事業者等に対する自治体からの立入依頼に応じて、産業保安監督部電力安全課
に照会し、必要な情報を自治体に伝えると共に、自治体および産業保安監督部と共に事
業者を訪問。 

【電気事業法届出情報と自治体保有情報の突合】  
 ・電気事業法における使用中及び廃止済届出情報をJESCO登録情報と突合し、使用中
かつJESCO未登録事業場を特定し、JESCO登録作業支援。 
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２．ＰＣＢ特別措置法の改正について 
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ＰＣＢ廃棄物の適正な処理の推進に係る法制度の流れ 
◆ＰＣＢ廃棄物の適正な処理の推進に当たっては、ＰＣＢ特別措置法と電気事業法の２つ
の法律で措置している。 
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電気事業法による規制 
（経済産業省） 

PCB特措法による規制 
（都道府県市・環境省） 



＜平成13年7月施行（平成28年5月最終改正）＞ 
 

 期間内の処分（第10条） 
   → 施行令において定める期間（例 北九州事業エリアの変圧器・コンデンサーは

平成30年３月）内の処分を規定 
 保管の届出（第８条） 
   → 保管事業者は、毎年、都道府県・政令市に保管・処分の状況を届出 
 譲り渡し・譲り受けの制限（第17条） 
   → ＰＣＢ廃棄物は、原則、譲り渡し、譲り受けてはならない 

PCB特別措置法の概要 

 
 情報収集等、技術開発、処理体制の整備（5条） 
 処理基本計画の策定（6条） 
 処理施設の整備を推進（21条） 

国の責務・役割 

 
 PCB廃棄物の状況把握（5条） 
 処理計画の策定（7条） 
 保管・処分状況の公表（9条） 
 保管事業者への指導・助言（11条） 

都道府県・政令市の責務・役割 
 

 自らの責任による処理（3条） 
 保管・処分状況の届出（8条） 
 期間内の処分（10条） 
 承継（16条） 

事業者の責務・役割 
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事業者 国、都道府県等 PCB製造者等 

PCB廃棄物の確実かつ適正な処理の確保 

保管等の届出（第８条） 

・毎年度、都道府県知事へ保管・所有等の状況
を届け出なければならない。 
 

期間内の処分（第10条） 

･処分期間内に自ら処分するか又は処分を他人
に委託しなければならない。 

紛失の防止 

PCB廃棄物処理基金（環境再生保全機構法） 

中間貯蔵・環境安全事業株式会社による処理事業 
（中間貯蔵・環境安全事業株式会社法） 

反映 

総合的かつ計画的な施策の実施 

確 実 な 処 分 

基金への出えん等の協力 

PCB使用製品の規制等（第18条） 
･処分期間内に廃棄しなければならない。 
処分期間会いに廃棄されなかった高濃度PCB
廃棄物については、廃棄物とみなす。 

協力 

譲渡し及び譲受けの制限（第17条） 

･脱法行為を防止するため、PCB廃棄物の譲渡し
及び譲受けを制限。 
 

計画の策定（第６条、第７条） 

・環境大臣はPCB廃棄物処理基本計画を策定。 
・都道府県等は国の基本計画に即してPCB廃棄
物処理計画を策定。 
 

保管等の状況の公表（第９条） 

・都道府県知事は毎年度PCB廃棄物の保管及
び処分の状況を公表。 
 

報告徴収・立入検査（第24、25条） 

･環境大臣又は都道府県知事は、保管事業者又は
その疑いのある者に対して報告徴収、立入検査。 
 

改善命令（第12条） 

･環境大臣又は都道府県知事は、期間内の処分義 
務に違反した場合に期限を定めて処分等を命令。 
 

代執行（第13条） 

･環境大臣又は都道府県知事は、改善命令による
措置が期限内に講じられない場合等に自ら実施し、
その費用を徴収。 

責務（第４条） 

･国及び地方公共団体が実施する
施策に協力しなければならない。 

PCB特別措置法の体系図 
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→ 報告徴収・立入検査権限の強化 
（第24条・第25条） 

期限内の処理完了に向けて必要なステップと28年改正事項 

• PCB廃棄物処理基本計画の期限の達成のためには、期限内に、以下のフロー図の各項
目を全て満たすことが必要。 

• 高濃度PCB廃棄物の現在の処理の進捗状況を踏まえれば、相当アクセルを踏まなけれ
ば処理期限内に処理を終えることは困難な状況。 
→政府一丸となって取り組むため、PCB廃棄物処理基本計画を閣議決定 （第6条） 

① 高濃度PCB廃棄物及び使用中
の高濃度PCB使用製品の掘り
起こし調査が完了し、全て把握
されること 

② 使用中の高濃度PCB使用製
品が全て使用を終了すること 

③ 届出がなされた全ての高濃度PCB廃棄物について、JESCOへの処
分委託が行われること、その後速やかに当該PCB廃棄物がJESCO
に搬入され、適正に処理されること 

→ 使用中の高濃度PCB使用製品の 
  廃棄の義務付け （第18条） 

→ 計画的処理完了期限前の高濃度PCB廃棄物の処分の義務付け（第10条） 
  義務違反者に対する改善命令 （第12条） 
  高濃度PCB廃棄物の処分に係る代執行 （第13条） 
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 PCB原液が廃棄物となったもの。 
 PCBを含む油が廃棄物となったもののうち、PCBの割合が0.5％を超えるもの。 
 PCBが塗布され、又は染みこんだ汚泥、紙くず等で、5000mg/kgを超えるもの。 
 PCBが付着し、又は封入された金属くず等で、5000mg/kgを超えるもの。 

 

高濃度PCB廃棄物 

JESCOで従来処理してきた
PCB廃棄物を、法令上「高濃
度PCB廃棄物」として定義。 
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従来より、無害化処理認定業者や特別管理産業廃棄物処
分業者が処理を行ってきたPCB廃棄物については、これま
でと変わらず、これらの業者において処理される。 

 PCB原液。 
 PCBを含む油のうち、PCBの割合が0.5％を超えるもの。 
 PCBが塗布され、又は染みこんだ製品で、5000mg/kgを超えるもの。 
 PCBが付着し、又は封入された製品で、5000mg/kgを超えるもの。 

 

高濃度PCB使用製品 

廃棄されたときに高濃度PCB廃棄物となるもの
であり、基準は高濃度PCB廃棄物と同様。 

PCB廃棄物及びPCB使用製品の定義（法第２条） 



 毎年６月末までに、保管事業者、処分業者は、前年度の保管及び処分の状況
を届け出なければならない。 

保管等の届出 

変更点１：処分予定年月を記載 
⇒JESCOと調整済みであればそれ

を記載、未調整であれば保管事業者
が処分を予定している年月を記載。 
変更点２：事業者の資本金の額、従
業員数等の記入を不要とする。 

新様式に沿って自治体に処理実績を報告
（新様式による初の届出は、平成28年度分
につき、平成29年6月末まで） 
高濃度PCB使用製品の廃棄の見込みにつ
いても届出。 

 保管事業者は、届出にかかる保管の場所を変更してはならない。 
保管場所の変更の制限 

例外：廃棄物ごとに定められたJESCOの事業エリア内での変更等 
⇒ただし、変更後10日以内に、変更前と変更後の自治体に届出が必要 
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高濃度PCB廃棄物の保管等の届出（法第８条） 

※ 掘り起こし調査等により新たに保管又は
所有が判明した場合は、速やかに届け出る。 
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 保管事業者は、高濃度ＰＣＢ廃棄物について、処分期間内（＝計画的処理完了
期限の１年前まで）に、自ら処分する又は処分を委託しなければならない。 

 全ての高濃度ＰＣＢ廃棄物の処分を終えた者は、都道府県知事に届け出なけ
ればならない。 

 特例処分期限日（＝計画的処理完了期限）までの処分委託が確実であり、都
道府県知事に届け出た保管事業者については、特例処分期限日（＝計画的処
理完了期限）までに処分を委託しなければならない。 

高
濃
度
Ｐ
Ｃ
Ｂ 

廃
棄
物 

特例処分期限日 
 （計画的処理完了期限） 

処分期間の末日 
（計画的処理完了期限の１年前） 

期
限
内
処
分
の
実
現 

処
分
委
託
等

の
義
務
付
け 

処
分
委
託
等

の
義
務
付
け 

＜原則＞ 

＜届け出た場合＞ 
計画的処理完了期限までの
間に指導、改善命令等を行う
ことで処分委託を終えることを
確保するため、1年前に設定。 

特例届出には、JESCOとの停止条

件付処理委託契約書の写し（処理
実績がある場合にはJESCOへの
誓約書の写し）を添付 

高濃度PCB廃棄物の期限内の処分①（法第10条） 
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特に、北九州事業エリア（中国・四国・九州・沖縄）の変
圧器・コンデンサーの処分期間が残り１年を切っている。 

高濃度PCB廃棄物の期限内の処分②（法第10条・施行令6条） 

改善命令違反となれば罰則（３年以下の懲役もしくは
1000万円以下）が適用される可能性 
期間後の処分は事実上困難。 



 改善命令を受けた保管事業者が処分しない場合、保管事業者が不明の場合、
改善命令を出す暇がない場合には、環境大臣又は都道府県知事は、自ら処分
その他必要な措置を行うことができる。この場合、費用は保管事業者から徴収
できる。 

行政代執行 

国は、自治体が行政代執行を行う場合に必要な支援を行うと
ともに、関係事業者に対し、PCB廃棄物処理基金への出えん
について協力を求める。 

 保管事業者が処分期間内（届出をした場合は特例処分期限日まで）に高濃度
PCB廃棄物の処分を委託しない場合、環境大臣又は都道府県知事は処分その
他必要な措置を命ずることができる。 

改善命令 

19 

改善命令に違反した場合 
⇒３年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金又は併科 

自治体が代執行する場合、
JESCOは自治体から受託
する形となる。 

 都道府県知事は、保管事業者に対し、高濃度PCB廃棄物の確実かつ適正な処
理のための指導・助言をすることができる。 

指導・助言 

指導・助言、改善命令、行政代執行（法第11条～第13条） 



 高濃度PCB廃棄物以外のPCB廃棄物（低濃度PCB廃棄物）については、平成39
年3月末までに自ら処分し、又は処分を委託しなければならない。 

処分期限 

20 

低濃度PCB廃棄物については、これ
までの期限から変更なし。 

 保管等の届出の規定、保管等の状況の公表の規定、処分終了の届出の規定、
指導及び助言の規定、改善命令の規定は、低濃度PCB廃棄物について準用さ
れる。 

高濃度PCB廃棄物の規定の準用 

低濃度PCB廃棄物についての改善命令が発出されるのは、平成
39年3月末までに処分委託されなかったとき。 

低濃度PCB廃棄物（法第14条、第15条） 
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 所有事業者は、処分期間内（＝計画的処理完了期限の１年前まで）に高濃度
PCB使用製品を廃棄（＝使用を停止し、廃棄物として取扱）しなければならない。 

 特例処分期限日（＝計画的処理完了期限）までの処分委託が確実であり、都
道府県知事に届け出た所有事業者については、特例処分期限日（＝計画的処
理完了期限）までに廃棄しなければならない。 

 処分期間内（特例届出をした場合は特例処分期限日まで）に廃棄されなかった
高濃度PCB使用製品は、高濃度PCB廃棄物とみなす。 

特例処分期限日 
 （計画的処理完了期限） 

処分期間の末日 
（計画的処理完了期限の１年前） 

期
限
内
処
分
の
実
現 

＜原則＞ 

＜届け出た場合＞ 

特例届出には、JESCOと

の停止条件付処理委託契
約書の写し（処理実績が
ある場合にはJESCOへの
誓約書の写し）を添付 

廃
棄
の
義

務
付
け 

高
濃
度
Ｐ
Ｃ
Ｂ 

使
用
製
品 

廃棄後（廃棄しなかった場合は処分
期間又は特例処分期限日経過後）
は、高濃度PCB廃棄物として、法第
10条（期限内処分）、第12条（改善
命令）等の規制を受ける。 

廃
棄
の
義

務
付
け 

高濃度PCB使用製品の規制①（法第18条） 



 電気事業法に規定する電気工作物である高濃度PCB使用製品については、
PCB特別措置法の規定を適用せず、電気事業法の定めるところによる。 

 特例処分期限日（＝計画的処理完了期限）までに廃棄されなかった高濃度PCB
使用電気工作物については、高濃度PCB廃棄物とみなす。 
 

電気工作物の特例 

22 

 
高濃度PCB使用電気工作物については、電気事業法及び関連省令の規
定に基づき、PCB特別措置法と同様の措置を講じる。 
⇒事業者に対する監督は、経済産業省産業保安監督部等が実施する。 

 保管等の届出の規定、保管等の状況の公表の規定、処分終了の届出の規定、
特例届出の変更の規定、指導及び助言の規定、承継の規定、報告徴収の規定、
立入検査の規定は、高濃度PCB使用製品について準用される。 

高濃度PCB廃棄物の規定の準用 

高濃度PCB使用製品については、保管場所の変更の制限の規定、

改善命令の規定、行政代執行の規定、譲り渡し及び譲り受けの制
限の規定は準用されない。 

高濃度PCB使用製品の規制②（法第19条、第20条） 



改正法の措置のフローまとめ（赤字が28年改正の追加的措置） 

高
濃
度
Ｐ
Ｃ
Ｂ 

使
用
製
品 

高
濃
度
Ｐ
Ｃ
Ｂ 

廃
棄
物 

政府一丸となって取り組むため、PCB廃棄物処理基本計画を閣議決定にて策定 （第6条） 

特例処分期限日（第10条第3項） 
 （計画的処理完了期限） 

処分期間の末日（第10条第1項） 
（計画的処理完了期限の１年前） 

改正法の施行 

改
善
命
令 

（第
12
条
） 

代
執
行 

（第
13
条
） 

期
限
内
処
分
の
実
現 

届
出 

（
第
8
条
） 

届
出 

（第
19
条
に
お
い
て
準
用

す
る
第
8
条
第
1
項
） 

廃
棄
の
義
務
付
け 

（第
18
条
第
1
項
） 

処
分
の
義
務
付
け 

（第
10
条
第
1
項
） 

掘り起こし調査 

報告徴収・立入検査権限の
強化 （第24条・第25条） 

罰
則
（第
33
条
） 
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第 23 回  PCB 廃棄物適正処理推進に関する検討委員会概要 

 

1. 議事 

（１）PCB 廃棄物処理の進捗状況及び今後の課題について 

１）PCB 廃棄物処理の進捗状況 

２）変圧器・コンデンサー等の処分期間までの取組及び進捗状況について 

３）北九州事業対象地域における早期処理に向けた取組について 

（２）政府が保管事業者として PCB 廃棄物を確実かつ適正な処理のために実行すべき措置の

実施状況について 

（３）PCB 特別措置法に基づく行政処分等の実施について 

（４）その他 

１）低濃度 PCB 廃棄物について 

２）その他の報告事項 

 

2. 概要 

（１）PCB 廃棄物処理の進捗状況及び今後の課題について 

１）PCB 廃棄物処理の進捗状況 

PCB 廃棄物処理基本計画に基づき、毎年度公表することとしている PCB 廃棄物の発

生量、保管量及び処分量の見込みを更新。処理が着実に進捗していることを確認。今後

は集計を迅速化し、公表を早める予定。 

 

２）変圧器・コンデンサー等の処分期間までの取組及び進捗状況について 

電気事業法に基づく高濃度 PCB 含有電気工作物に係る掘り起こしの進捗状況（平成

28 年 12 月分から平成 29 年６月分まで）について、進捗率は全国平均で約 58％であり、

おおむね計画どおり。 

PCB 特別措置法に基づく掘り起こし調査の進捗状況を確認した結果、全国で 65％、北

九州事業対象地域で 90％。北九州事業対象地域においては、12 月までに全ての自治体

が完了する状況で、前回のアンケート調査から前倒し。 

北九州事業対象地域において JESCO へ未登録の事業者数をとりまとめ。 

 

３）北九州事業対象地域における早期処理に向けた取組について 

経済産業省、環境省、JESCO の今後の取組を報告。 

 

（２）政府が保管事業者として PCB 廃棄物を確実かつ適正な処理のために実行すべき措置の

実施状況について 

北九州事業エリアの変圧器・コンデンサーについて、各省庁が自ら管理する施設におい

て保有している高濃度 PCB 使用製品は存在せず、かつ、高濃度 PCB 廃棄物は全ての処

理の見込みであり、率先実行はほぼ完了。 

今後、万が一新たな高濃度 PCB 使用製品及び高濃度 PCB 廃棄物が発見された場合

は、速やかに処理委託を実施。 

PCB に関する説明会を、北九州事業エリア全 17 県を含む、全国 30 カ所で開催。 

その他資料１ 



 

（３）PCB 特別措置法に基づく行政処分等の実施について 

概要及び平成 29 年 10 月２日に各都道府県市に通知した「ポリ塩化ビフェニル廃棄物

処理基金を活用した代執行支援に係る申請手続き等について」を説明。 

 

（４）その他 

１）低濃度 PCB 廃棄物について 

「平成 29 年度低濃度 PCB 廃棄物の適正処理推進に関する検討会」の設置を報告。 

検討課題と列挙。今年度内に３回程度実施予定。 

 

 



 

第 23 回  PCB 廃棄物適正処理推進に関する検討委員会議事要旨 

 

1. 日時 

   平成 29 年 10 月６日（金）10:00～12:07 

 

2. 場所 

TKP ガーデンシティ御茶ノ水 カンファレンスルーム３Ａ～３Ｃ 

 

3. 出席委員 

（委員）（五十音順） 

浅野委員、大内委員、織委員、川本委員、岸川委員、木村委員、酒井委員、菅委員、田中委員、田

辺委員、田和委員、永田委員、森田委員 

 

（各事業所の安全監視委員会等の委員長等） 

東京ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業環境安全委員会委員長 

北九州市 PCB 処理監視会議座長 

 

（オブザーバー） 

・中間貯蔵・環境安全事業株式会社の事業所が立地する自治体 

（北海道、室蘭市、東京都、江東区、愛知県、豊田市、大阪府、大阪市、福岡県、北九州市） 

・経済産業省 

・中間貯蔵・環境安全事業株式会社（JESCO） 

・産業廃棄物処理事業振興財団 

 

4. 議事 

（１）PCB 廃棄物処理の進捗状況及び今後の課題について 

１）PCB 廃棄物処理の進捗状況 

２）変圧器・コンデンサー等の処分期間までの取組及び進捗状況について 

３）北九州事業対象地域における早期処理に向けた取組について 

（２）政府が保管事業者として PCB 廃棄物を確実かつ適正な処理のために実行すべき措置の実施

状況について 

（３）PCB 特別措置法に基づく行政処分等の実施について 

（４）その他 

１）低濃度 PCB 廃棄物について 

２）その他の報告事項 

 

5. 議事概要等 

○事務局、JESCO、経済産業省から PCB 廃棄物処理の進捗状況及び今後の課題について説明を

行い、委員から意見があった。 

○事務局、経済産業省から政府が保管事業者として PCB 廃棄物を確実かつ適正な処理のために

実行すべき措置の実施状況について説明を行い、委員から意見があった。 

○事務局から PCB 特別措置法に基づく行政処分等の実施について説明を行い、委員から意見が

その他資料２ 



 

あった。 

○事務局からその他について説明を行い、委員から意見があった。 

6. 主な意見等 

（１）PCB 廃棄物処理の進捗状況及び今後の課題について 

１）PCB 廃棄物処理の進捗状況 

（田中委員） 表１の 29 年度以降は、発生量あるいは処分量が上の保管量と所有量を合計したものにな

っている。実際の発生量は新たに掘り起こされたものが加わると思われるが、それが分からないた

めこのようになっているのか。また２つ目の行の 3,207 は、3,107 の間違いではないか。 

（浅野委員） 大変な苦労をしていることがよくわかった。今回何が問題であったかということをきちんと整

理して将来に活かせるように残しておくことが必要。 

 徹底的にきちんと検証して記録に残しておかないとまた同じことが繰り返される気がする。 

 数字がなかなか合わないというのもわかるが、頑張って下さいという以外ない。もうちょっと早くと

お願いしても、もうこの資料を見ると限界がありそうな気がする。後で北九州の話が出てくるが、そ

こではかなりうまく進展しているように思う。しかし、それ以外の地域ではまだ時間に余裕があると

いうことで、かなりのんびりやっているように見受けられなくもない面もある。各地で同じ問題がぎり

ぎりのところで起こってくるという危険を感じるため、ぜひしっかり他の地域でこういうようなことで問

題ないようにということを、考えていただきたい。 

（川本委員） 資料１－１－２の地域、全国レベルの集計時における問題点で、突合する登録情報につい

て、誤記載等の情報と変化を区分する確認作業は、今の実態では、どちらも同じであると思うが、

わざわざ分けて書いているのはどういう趣旨か。 

 こういう問題点に対する取組として取りまとめと突合作業をより効率的に行っていくという記述が

あり、具体的には、時間作業として当然迅速にするということと思うが、それ以外に何か考えている

のか。 

（福井課長補佐） 田中先生から御指摘の表のデータについては誤りであり 3,107 に修正する。また表１

の発生量と誤解を招く表現になっているが、現時点で市中に残っている高濃度 PCB 廃棄物又は

使用製品の量である。新たに発生した量という観点で言えば、表２の発生量変化が変化した量と

いうことになる。ただし、これも掘り起こした純粋な量ではなくて、減少の部分も含んでトータルでの

変化の量。純粋な掘り起こし量は把握できない状況である。 

 浅野先生からの御指摘については今回の経験をしっかりと記録に残し、今後類似するような課

題についての対応を効率的にできるようにしたい。 

（JESCO） 川本先生の御質問について、届出から突合まで１年以上経っており、届出からの間に登録さ

れ JESCO で処理したものもあり、１年以上前のものと突合しているため、タイムラグによる差が生じ

ているということ。 

 できる限り早い段階のデータと突合することにより、時間差による、既に処理したものの差、届出

の差、登録の差等についてできるだけ小さくする。この作業にかかる時間について、速報データ

から突合を開始することで、少し減らせると考えている。 

（永田座長） こうした情報の把握、それをまた取りまとめての公開というのは非常に重要な作業である。

現状では、去年のデータが今でもまだまとまっていないという状況になっているが。説明のあった

内容で迅速化し、来年度の状況は改善されるだろう。実績が積まれてくるため、誤記載等はどん

どんなくなってくる状況が生まれてくるはず。 

 来年度は基本的には、電気事業法データも入ってくる。これはまた新しい話として出てくるかもし

れない。それも数はそれほど多くないだろうと思われるので、より正確な情報が迅速に提供できる



 

ことになろうかと思う。 

 

２）変圧器・コンデンサー等の処分期間までの取組及び進捗状況について 

（菅委員） 資料１－２－２の都道府県市による掘り起こし調査の進捗状況について自治体の立場から説

明すると、1 割が宛先不明で返ってくる。その先は、本当に事業場が無くなっているのか、単に事

業者が変わっているのかよくわからないので、現場に足を運ばないとチェックできない。限られた

予算、限られたマンパワーの中でやっており、のんびりやっているわけではなくて、非常に汗をか

きながらやっていることを御理解いただけるとありがたい。 

（織委員） 資料１－２－２で、北九州事業エリアが掘り起こし調査の進捗率がいい。北九州でも事業場が

確定できない、あるいはなくなってしまっている、汗をかかないといけないということも多分同じ状

況ではあると思う。もちろん期限が迫っていることもあるが、何かポイントがあるのか、ほかの自治

体に教授できることがあれば教えていただきたい。 

（北九州市） 資料１－２－３で、現在、未登録が保管中と使用中を合わせて 64 事業場あるが、法改正に

伴い、今年度末までに契約をしなければならないことになっているわけで、この 64 件がちゃんと

契約が終わるような状況にあるのかどうかの見通しを、個々の事業所に対しての情報をちゃんとグ

リップしているのか尋ねたい。 

（福井課長補佐） 菅委員の御指摘の通り、現場で汗をかいてしっかりやっていただいている。環境省も

地方環境事務所の体制を増強し、それを全力でサポートしていきたい。 

 織委員の御指摘について、環境省、JESCO も自治体の取組をサポートすることを、まずは北九

州事業エリアに特化してやらせていただいている。例えば電話帳データ等を活用して未達の事業

場の住所を最新のものに更新をする、例えばグーグルアース等を確認し、その事業場が既に存

在しなくなっている、更地になっているところに関しての確認等できる限り効果的に活用できるよう

な取組をしている。 

 北九州市の御指摘について、環境省も地方環境事務所の体制、兼任も含めて、当該エリアで

総勢 12 名の増員し、個々の事業場に対しての確認を進めているところ。課題のある事業場に対

して、今後来年度の改善命令、代執行も見据えて状況の把握が重要で、情報収集を現在進めて

いる。 

（JESCO） 未登録については、地方環境事務所、自治体、JESCO の３者が連携しながら、個別訪問を

する等をして、鋭意努力しているところ。 

（永田座長） ほとんど把握はされているのか。 

（JESCO） 実態は把握している。 

（永田座長） 郵便物が届かない状況について、ベースになっているのは、電気事業法のデータなので、

経産省からコメントをもらいたい。 

（経産省・斎藤課長補佐） 自家用電気工作物のデータについて、精査していく取組はしているが、電気

事業法上の制度は、そもそも登録制のような形ではなく、事業者からの届出に基づく記録というこ

とが理由の一部にある。 

 会社が倒産したりすれば、本来、廃止届出が出てくることになるが、倒産してそのまま手続きがさ

れずにデータが残っていることもあり、そういう意味で、届出データが正確でないというのは確かに

あるが、立入検査等で事実関係の確認に取り組んでいる。 

（北九州市） 使用中の 26 事業場があるが、これは経産省で早期に使用廃止ということで、今年の 11 月

までにできれば中止を指導することになっていたと思うが、この見通はどうなっているのか。 

（経産省・斎藤課長補佐） 11 月までに契約手続きに着手することを目指しており、使用中の方について



 

も指導しているところ。管理状況届出書の中で、廃止の予定を確認しており、11 月までに契約手

続きに着手するように指導をしているところであり、もし契約手続きに着手されないようなことがあれ

ば指導していくこととなるが、今時点においては、基本的に確認が取れているものについては、対

応していただく予定になっている。 

（田中委員） 資料１－２－１と１－２－２について、掘り起こしはいつ全部終わるのか。これから見込める

掘り起こしされるであろう量は、過去のデータ、実績から予測できるのかという疑問を持つが、資料

１－２－１では今年の 11 月までに全部進捗率 100％になると理解してよいか。今まではそれぞれ

の調査で掘り起こしがどれだけだったのか。同じように、自家用電気工作物の調査は１－２－２だ

が、残りの進捗が進むとも限らない、100％にならない可能性もあるということか。 

（経産省・斎藤課長補佐） 電気事業法における掘り起こし調査について、まず時期的なものは、11 月末

までに全て実施するということで指導している。 

 数について、電気事業法での掘り起こし調査は、数の報告をいただくものではなく、それぞれの

事業場にいる電気主任技術者に年次点検の機会を通じて、届出していない高濃度の PCB 電気

工作物があるかどうかの確認を義務づけているもので、あった場合には、法令に基づく届出をして

もらう。掘り起こされた電気工作物の数を報告いただくことではなく、確認した事業場の数をサンプ

ルとして確認しているところで、掘り起こされた電気工作物があれば、産業保安監督部に設置等

届出が提出され、もしくは廃止されていれば廃止届出を提出する手続きとして、反映されていくこ

とになっている。 

（浅野委員） ということは実際どのくらいが届け出られているかについての情報が、こちらには提供され

ていないことになる。しかし届出の実数は、それぞれの出先が持っているはずなので、それをきち

んと出していただかないといけない。 

 それから、これはサンプル調査でしかないのでなおさら、このサンプル調査の結果 100％掘り起

こしができたと言われても現実の届出の実数にはつながらない。届出が何件あってどうなっている

という情報をいずれは提供していただけるであろうが、中間段階でもいいからちゃんと実数を開示

して、どういう状況なのか教えていただかないと危ないという気がする。実数はどうなっているのか。 

（経産省・斎藤課長補佐） 実際、数としては、届出をするときに掘り起こしで見つかったかどうか分かるよ

うな届出にはなっていない。 

（浅野委員） どれだけ出ているかが大事。 

（経産省・斎藤課長補佐） 届出の中で新規で見つかったのは少ない状況。ほとんどが廃止の届出。掘り

起こしをやったことで、実は廃止届出をしていなかったのが結構多いという現状。その辺の数字を

今、精査をしているという状況。 

（福井課長補佐） 田中委員の御指摘について、掘り起こし調査を 100％にしていくところ、事業者が不

存在といった状況が確認できれば進捗率の分母から除くことで 100％確認する調査をしている。 

 掘り起こし調査は、あくまでも行為、行動であって、その結果として、どれだけ掘り起こされたかは、

現在のこの集計の仕方では見えてないが、届出量が毎年度増減していることがわかっている。現

在のシステムでは足し引きをしたトータルの状況しかわからない状況だが、来年度の集計から、新

たに増えたもの、純増したもの、処理によって減ったものがわかるように区別していこうと思ってい

る。 

 特に北九州事業エリアが 100％になったものから、特に掘り起こし調査が本格化する前の段階と

比較することで、正味掘り起こし調査でどれくらい見つかったかということが、ある程度は類推でき

るかと思っている。それは他の地域でも検討に役立てていくことができるようにしていきたいと考え

ている。 



 

（田中委員） 最初の資料１－１－１の表２で、保管量の変化と所有量の変化と処分量というデータがわか

っている。前の年の保管量と所有量を合計したのが、次年度のスタートの発生量。それで、その次

の年の処分量がわかる。そうすると、新たに見つかった量がわかるのでは。 

（福井課長補佐） そこで発生量というのが正味わかってくると思うので、それを掘り起こしが完了したとこ

ろで見ることによって、掘り起こしを 100％すると大体どのくらい出てくるのかというのが、エリアごと

にわかってくるかと思う。 

（永田座長） 掘り起こし調査は北九州事業所エリアでは、12 月ぐらいまでで終わるはず。できるだけ早

期に、その成果を取りまとめて、掘り起こし調査でどれくらいそれぞれの県内、市内で見つかった

のか、それから、北九州事業エリアでは、独自の掘り起こし調査というのもかなりやっており、これ

がどのくらいの意味があったのか、これから続くほかの事業エリアの自治体にとっては重要だろうと

思っている。効果について取りまとめていただきながら、全体的に成果の報告と同時に、次の展開

に生かすようなマニュアル的な内容で加えていっていただく。マニュアルというのは既に存在する

わけですが、それを改定していただくような方向で取りまとめていただければありがたい。 

  

３）北九州事業対象地域における早期処理に向けた取組について 

（北九州市） この場をお借りしてお礼を申し上げたい。今年度、地方環境事務所に人員体制を強化して

いただき、その方々の動きが非常にすばらしく、北九州事業エリアの登録・契約困難者に対する

対応が非常にスムーズに進んでいることを、地元自治体の担当としては実感している。毎月、地

方環境事務所の方と JESCO の営業の方と北九州市の３者が岡山以西の進捗状況の協議をして

いる。そこで一つ一つ課題を抽出して、どういった形で具体的につぶしていくか、実際に動いてい

ただいた結果が、こういう形で表れていると思う。こういったモデルを今後エリア的には東に動いて

いくわけで、広げていっていただきたい。 

 当面は、変圧器とコンデンサーの処理期限が間近に迫っているが、安定器もすぐ来る。そうする

と大阪エリア、豊田エリアの人員も１日も早く増員していただいて、同じような体制で臨んでいただ

ければと思う。 

（酒井委員） 北九州では、地方環境事務所と JESCO と北九州市の 3 者が協議しているという話をお聞

きして、独自調査といっているものが指す内容がだんだんわからなくなってきた。自家用電気工作

物の設置者以外の調査を全部おしなべて独自調査といっているのか。先程環境省では、電事法

以外、所管以外の鉄道とかの移動体、そういうところの調査を指しているのか。はたまた、各自治

体がそれぞれ独自に、ある建物面積以上のものとか、あるいはある年次以前のものを調査してい

ることを独自調査と言っているのか。JESCO の報告で掘り起こし及び総ざらいという言葉が出てい

るが、総ざらいという言葉は、今のマニュアルの中に位置づけられた言葉なのか、あるいは別に

JESCO 独自でつくられているのか。 

 ここで都道府県へのアンケート結果、参考資料１というのが別に用意されているが、そこを拝見し

ての意見を申し上げる。 

 安定器に関する掘り起こし調査に対する要望案件が非常に多いということ。28 件ほど寄せられ

ていて、ほかの項目に比べて圧倒的に多いという状況であるが、この要望の要点は何なのか。そ

れに対する対応方針として、今説明できることはあるか。 

（福井課長補佐） 北九州市の御指摘について、この取組は我々としても大阪、豊田事業エリア、そして

また東に展開していくことが重要だと思っており、北九州事業エリアを先進事例として、よいところ

は展開し、改善できるところは改善して展開していきたいと思っている。 

 現在でも大阪事業エリアは近畿地方環境事務所、豊田事業エリアは中部地方環境事務所に１



 

名の増員をしており、この取組を進めているところ。また来年度以降も増員強化を環境省として要

求しており、今の御指摘も後押しと受け取って進めていきたいと考えている。 

 酒井先生から御指摘について、掘り起こし調査の独自調査として、先程の資料でまとめているも

のですが、まず結論から申しますと、全ての状況をあまり整理せずまとめている状況。御指摘のと

おり、主に変圧器・コンデンサーを対象として、自家用電気工作物設置者のリストではないところ

からアプローチする調査が大きく１点と、それ以外の安定器なども含めた事業者に対する調査が

ある。 

 前者は、例えば電気保安協会など電気主任技術者が所属する事業者と連携をして調査をする

などにより、自家用電気工作物設置者のリストに頼らず、その区画リストなどを活用して、変圧器・

コンデンサーをより効果的に調査するといったものが独自調査の中で行う。 

 後者は、自家用電気工作物設置者に限らず、ある事業規模、ある事業者、建物の年代等を区

切って調査をすることにより、変圧器・コンデンサー以外の安定器等も調査するような内容が含ま

れる。 

 最後に、参考資料１の自治体のアンケートでは、要望等をいただいており、特に安定器の掘り起

こし調査については、現在のところ環境省としては、掘り起こし調査のマニュアルの暫定版を自治

体の皆様に御提供させていただいている状況。 

 この安定器の調査について、自家用電気工作物設置者が主に保管をしているものが残ってい

る状況だが、これに加え、現在使用中のもの、古い建物を持っている方々には一定数あり得るも

のだと思っており、補完的な調査を行うための方法論を現在検討しているところ。具体的には関係

省庁である法務省、総務省とも協議を行い、データ提供等の検討を進めているところ。そのデータ

が使用可能なものか等を早急に整理し、自治体と連携して取り組んでいきたいと考えている。 

（JESCO） 総ざらいという言葉は JESCO が使っている言葉であり、登録されてから処理に至るまでの流

れを総ざらいという言い方をしている。 

（酒井委員） 安定器対応の方針で、現時点では、法務省との調整もしており、おそらく古い建物の登記

情報をいかに円滑に社会として活用できるかという話だと思う。相当に微妙な調整事項があるかと

は思うが、できるだけいい方向での調整を期待している。 

 それに加え、安定器の掘り起こし調査を進めていくことになると、基本的に技術や製造にある一

定の知見があり、その経験のもとで調べていく体制がなければ、簡単には進まないのではないか

と思っている。特に照明の関係の事業者さん、電気工作物関係の方々は、主には変圧器・コンデ

ンサーを相手にするのであろうが、安定器も触られているはず。うまく総合的に調整していく体制と

いうのをやはり考えることが必要。 

（永田座長） 特に先行して実施している北九州事業エリアについて、できるだけ早く取りまとめをし、そ

れをほかの地域にも活用してもらう。変圧器・コンデンサー以外についても、対応の仕方を整理し、

北九州事業エリアやほかの地域でも活用していく方向性で検討していきたい。 

 

（２）政府が保管事業者として PCB 廃棄物を確実かつ適正な処理のために実行すべき措置の実施状況

について 

（北海道） 各省庁の取組状況の結果について、道路の照明などに使われている安定器、橋梁塗膜がど

うなっているかは、これから掘り起こし調査を行う上で大変かと思う。国土交通省などの数字の中

に、これらが入っているのか。入っているとすれば、それらの掘り起こし調査はどのようにしたのか。 

（今井課長補佐） 今回の最終的な確認を行ったのは、基本的に北九州事業エリアの変圧器・コンデン

サー。安定器やその他汚染物の関係については、方法論も含めて検討する必要がある。国交省、



 

その他の省庁も、過去から、様々な取組をやっているものとは承知しているが、全体を把握できて

いる状況ではない。御指摘のあった物についても、どのような確認をしたのか、またさらに確認す

る必要はないのかはきちんと把握していきたいと思っている。全体的な掘り起こし調査に関しても

きちんと受け止めてやらせていただきたく、調整をいろいろやっているという状況。 

（北九州監視会議） 北九州事業エリアに関しては、非常に進んだと思っており、ありがたく思っている。

やはり期限が間近に迫っており、それによって深化したと思っている。 

 ほかのエリアの期限に関してもう１回計画上、設定し直す必要があるのではないか。要するに、

間延びする可能性があり、処理事業を完成させるために、全国的にどういう計画で確実に終わら

せるのかを検討し直す必要があるのではないか。 

（今井課長補佐） 役所の取組ということでなく、全体的な話だと認識している。当然ながら処理自体は計

画的処理完了期限までに行うことが前提だが、期限間際の去年法改正があり、皆さんの努力なり

無理をしているところは否めないと思っている。関係省庁との関係や自治体ももちろんそうだと思

っている。 

 残された時間を認識して、いつまでどこまでやるのかを現実的にきちんと立てるべきである。瀬

戸際になり追い詰められて頑張ったというところで全部が済むわけではないという御指摘を受け止

めたいと思っている。 

 

（３）PCB 特別措置法に基づく行政処分等の実施について 

（浅野委員） ようやくここまで制度ができたのは大変ありがたく、以前から気になっていた点が、制度的に

整ったと思う。しかし代執行はものすごく面倒な手続きが必要。県はともかく政令市の場合、規模

の大小があって極めて小さな規模の政令市もある。命令を出して代執行までの手続きをとるほど

の人員がいないということが起こりそうな気がする。残念ながら法律上、命令を出さなかった場合、

どのようになるかは、何も法的な手当がなくて、これは性善説である。当然やるべきことをやっても

らえるだろうという前提で法律ができている。直罰規定もないわけで、命令を出さない限り、結局は

さぼっている人はさぼりっぱなしということになりかねないようでは、はなはだ不公平になりかねな

い。 

 そこで何とか財政と話し合って、かかった手続き費用についても、交付税措置を講じることをや

れば、自治体としても市民に対して説明ができることがあるだろうと思う。難しいかもしれないが何

か検討できないか。 

 もう１つは、環境省も人がいないので応援を出すわけにはいかないかもしれないが、やはり都道

府県にお願いをして都道府県から、場合によっては、改善命令や代執行の手続きに慣れている

人を派遣する等を考えておかないといけないかもしれない。 

 命令を出さないといけないのに、行政がそれをさぼっている場合、市民からの行政への義務付

け訴訟もないわけではないと思うが、PCB 廃棄物の場合には廃掃法の場合の案件とは違うので、

そういう訴えを起こしても、おそらく裁判所は訴えた市民の身体、健康に直接に被害が生じるおそ

れがないと考えて、当事者適格を否定してしまうのではないかと思う。行政に命令をきちんとやっ

てもらえないときにどうするかについては、法律も何の手当もないので、将来的には、もう１回違反

者への直罰規定をつけるとか、そのほか何らかの法的手当をしないといけないかもしれないが、当

面北九州は間に合わないため、今言ったような点について十分検討をお願いしておきたいと思う。 

（菅委員） 使用中の機器を代執行するのは、かなりハードルが高いと思っている。考えていただけるとあ

りがたい。 

（今井課長補佐） 浅野先生から御指摘いただいた点受け止めきちんとやっていきたい。 



 

 やはり廃掃法の手続きとは違うという点は、まさにそのとおりだと考えている。これまで廃掃法で

ある意味自治体で一生懸命頑張ってもらったところを踏み越えて、PCB についてはやっていかな

ければいけない。これは期限があり、我々としてもよく認識をして、少なくとも代執行で費用が回収

できない等、変な負担がないように、我々としても支援し、事務的な面についても、オーダーメード

的に様々な相談に乗る。地方環境事務所において、状況の把握を個々に進めている。法的な要

件としてどうすべきかということは並行して議論している。その上でまたさらに何が必要になるのか

ということをきちんと考えていきたい。 

 使用中の機器の御質問について、法律上は電気事業法では代執行の規定がないので、一度、

技術基準適合命令という形で電気事業法上の命令を出した上で、それが廃止されて廃棄物にな

ったものを代執行するという形になると思っている。通知には、もしこのようなことが起きた場合の手

続きも書いており、直ちに報告徴収・立入検査等で処分の予定等を把握した上で、ない場合には

これも直ちに改善命令をしていくことを考えている。 

 このあたり法的な手続きはこういう形になると思うが、実際、電路につながっているものをどうする

かという話になってきた場合には、関係機関と連携しながらやっていくことが必要になる。きちんと

個別案件について対応していきたい。 

（経産省・斎藤課長補佐） 電気事業法に基づく技術基準の適合命令については、その後、PCB 廃棄物

になるということもあるため、当然そういう段階になった場合においては、早い段階から自治体、環

境省と情報共有しながら、連携して取り組んでいくことを考えている。 

（福井課長補佐） 環境省の説明に少し補足する。先程浅野先生から御指摘で、政令市に対する支援に

ついて。地方環境事務所の人員増強ももちろんのことながら、来年度の予算要求においても、こう

いった改善命令・代執行を行う上での支援の体制を予算要求しており、具体的には専門家派遣、

相談窓口の設置での体制増強をさまざまな形で措置したい。 

（永田座長） 実際には来年度からになるが、次回この会議が年度末には行われるだろうと思っている。

その間にもこの件に関しては、さらに突っ込んだ対応を環境省で検討し、報告をすることになると

思う。 

 代執行の入口は大分明確になってきたかと思っているが、代執行した後の問題として、費用の

求償の話は必ず出て、地方自治体としては厄介なこととして残ってくると思う。その辺もここで議論

をして結論が出る話ではないと思うし、環境省の出した費用、求償にはきちんと努力してほしいと

いう言い方にはなるのだろうと思うが、ただそれぞれの地方自治体でやり方がいろいろ違ってくる。

そして、ある時点で放棄せざるを得ないものも出てくるわけだが、その辺のところで少し規定なりア

ドバイスなりがあってもいいという気がする。 

（浅野委員） 75％までは、徴収できないときには補助するということであるから、求償できない場合には

残り 25％。 

（永田座長） 基本的には求償を続けていかなくてはいけないということになる。 

（浅野委員） ただ、求償を続けていくといっても、相手方に支払い能力がないとか、現実には倒産してし

まって会社も解散したという場合には、無資力、費用負担者不存在になってしまう。今までの代執

行のほとんどの案件は、企業の場合は倒産し、解散しているため、事実上は、求償はほとんどでき

ていないのではないか。 

 今回は、在来のものに比べると、意外と確信犯的にさぼっている人がいて、論理的には求償可

能という場合があるだろう。最終的には国税徴収法の例によるため、それで本当に財産があるなら

きちんと差し押さえをかけてやることができるので、差し押さえだけでも効果があるのではないか。

最終的に資力がある限りは、国税徴収法の例によって徴収できるということと、ほとんど実際やっ



 

ていないけれども、今回はやる例が出てくる可能性もあると思う。 

 

（４）その他 

（木村委員） 資料４の目的に、いろいろな課題があり、それを踏まえて検討するということで主な課題を

書いているが、改めて昨年２月にまとめられた「PCB 廃棄物の期限内処理の早期改正に向けた追

加方策」に丁寧に課題が書き込まれていたので、ぜひ今回記載している主な課題以外の留意事

項や課題についてもしっかりと踏まえて検討をしてほしい。 

 ９年半の時間があるとのことだが、逆に言うと９年半しかないのではないかと思う。もろもろの課題

があるが、昨年まとめられた検討課題としては、今回挙げた全体像の把握から最後の処理までの

課題が書かれていたと思うので、その他の課題の検討についても加速してもらえばと思う。 

（岸川委員） 課題をこうやって書いているが、低濃度の物量は、高濃度の機器に比べて数倍くらいにな

るだろうと思っている。その分おそらく関係者というか、所有している事業者は高濃度以上に多岐

多様にわたるだろうと思っている。 

 そういうことも含めて広い業種、あるいは中小企業も含めて、実情をよく把握をしながら、議論を

進めてほしい。 

（工藤課長補佐） ９年半という時間は決して長くはない。なるべくそれに向けてどのように計画的にやっ

ていくのかを考えていきたい。 

 また、課題についてはここに書き切れないものが多々あることも重々承知している。ここは代表的

なものを書いた。 

 またこの検討会以外にも御指摘のあったような、抜油後の容器に関するワーキング等々、ほかの

検討も先行して進んでおり、これを総合的に考えながら、低濃度全体どうやっていくかを、この会

議体だけでなく、やっていきたいと考えている。 

 また、関係者の方々も非常に多岐にわたっているということは承知している。委員にも産業界の

方に入ってもらっているが、これで関係者の方が網羅されているとは考えていない。その他検討

会で必要と認めた者に関して今後追加していくことも考えている。 

（永田座長）  検討の結果については、例えば来年の３月までにまとまった分は、またこの会で報告して

もらうということも行うのだろうと思う。 

（東京安全委員会） 北九州が先行してやってもらうということで、その経験をしっかりここに置いてもらう。

それによってほかも助かってくるため、ぜひよろしくお願いしたい。 

 もう１つお願いで、大変な調査をいろいろしている。この結果が PCB 特措法の対応だけに、いろ

んな面でいえば例えば事業者がわからなくなってしまう、それ以上追えないというような事態が出

てくる。この情報というのは、環境汚染という観点からいくと、非常に貴重な情報。それをどこかで、

環境再生・資源循環局が仮に使えなくても、ほかの環境省の関連部局が使えることにもなるかと

思うため、経産省のほうもそういう意味でその要望というのをしっかり押さえておいてもらうことが必

要。 

（永田座長）浅野先生からも御指摘のあった点、今の中杉先生の話、それから浅岡先生からあった話も

一遍どこかでは考えないといけないという気もしている。北九州の経験を生かして今後の進め方と

いうものを、もう一遍再考してみる。もっと早くこの問題が終焉に向かうことができるのなら、それを

したほうがいいという気もしている。そういう点も含めてまた御意見をもらうチャンスがあるというふう

に思っている。 
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